
包蔵地手続きフローチャート

○土木工事等の計画が出たら…

①埋蔵文化財包蔵地の照会 ②埋蔵文化財包蔵地の有無の回答通知

該当しない場合

慎重に開発工事を実施 慎重工事 記録保存（発掘調査）工事立会

＜民間の開発事業者＞ ＜町教育委員会＞

③確認（試掘）調査の依頼

現地踏査・試掘調査等

確認（試掘）調査の実施

工事計画決定 保存方法決定

④土木工事の届出

周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、

発掘に着手する日の６０日前までにその旨を届け出

なければならない。

報告

協議：保存方法・工事計画

経由

＜県教育委員会＞

指示等

協議：調査詳細計画

調査に関する協定ないし調査委託契約締結

該当する場合

（適宜指導）

発掘調査の届出・報告

現地調査

現地調査終了

整理調査

報告書刊行

中間報告

実績報告

（適宜指導）

工事着工可

⑤民間調査機関の場合 指示等


